
公益財団法人北九州産業学術推進機構中小企業支援センター 

Facebookページガイドライン 

 

1 目的 

  公益財団法人北九州産業学術推進機構（以下「FAIS」という。）中小企業支援セン

ターの Facebook ページを開設し、各種情報発信のツールとして活用するとともに、

寄せられた意見を収集して今後の取り組みに反映させることを目的とします。 

 

２ アカウント情報 

 （１）ソーシャルメディアサービス名：Facebook 

 （２）アカウント名：公益財団法人北九州産業学術推進機構中小企業支援センター 

 （３）Facebookページ URL：https://www.facebook.com/fais.chusho  

 

３ 発信内容 

 施策紹介、イベント情報、インキュベーション施設入居募集などをお知らせします。 

 

４ 運営管理責任者 

  FAIS中小企業支援センター長 

 

５ 運営者 

  FAIS中小企業・ベンチャー支援部職員 

 

６ 利用方法 

（１）利用者は閲覧、投稿など自由に利用することができます。 

（２）運営者は必要に応じて回答を行います。ただし、運営者がすべての投稿を閲覧

し投稿に対して回答することを保証するものではありません。 

（３）運営者が投稿等を行う時間は、月曜日から金曜日までの 8時 45分から 17時 30

分までとします（祝祭日及び年末年始を除く）。ただし、それ以外の時間に発信

する場合があります。 

 

７ 個人情報の取扱 

（１）「いいね！」ボタンやコメントの投稿などにより、公開される個人情報等につ

いては、利用者が facebook 利用規約に基づいて公開を承認したものとみなしま

す。 

（２）FAISが、当ページ及びウォールへ投稿された記事に対し、「いいね！」ボタン

のクリックやコメントを頂いた方について、アクテビティを監視または収集する



ことはありません。 

 

８ 禁止事項 

 当ページへの投稿については、下記のような内容の投稿はできません。投稿の内

容が下記事項のいずれかに該当すると判断した場合は、事前の通告なしに投稿を削

除することがあります。 

（１）法令により公表することが禁止されているもの 

（２）個人情報を含むもの 

（３）政治活動を目的とするもの 

（４）事業等の目的を著しく逸脱した商業的行為を目的とするもの 

（５）宗教活動を目的とするもの 

（６）不敬な言い方を含むもの 

（７）人種、思想、信条等の差別、又は差別を助長させるもの 

（８）違法行為又は違法行為を煽るもの 

（９）単なるうわさやうわさを助長させるもの 

（10）わいせつな内容を含むもの 

（11）その他公序良俗に反する一切の情報 

（12）上記の内容を含むホームページへのリンク 

 （13）上記（１）から（12）の他、当ページの運営上、他人に不利益を与えるなど、

FAISが不適当と判断した内容 

 

９ 知的財産権 

  当ページに掲載している個々の情報（文章、写真、イラストなど）に関する知的財

産権（商標権、著作権等の全ての権利）は、FAISあるいは FAIS以外の原著作者等に

帰属します。 

  当ページの内容について、「私的使用のための複製」や「引用」など著作権法上認

められた場合を除き、無断で複製・転用することはできません。 

  ただし、フェイスブックページ上で「シェア」の機能を使用し、掲載していただく

ことは構いません。 

 

10 免責事項 

（１）FAISは、当ページに掲載した情報の正確性、完全性、有用性等を保証するもの

ではありません。 

（２）FAIS は利用者が当ページの掲載情報を利用または信用したことにより、利用

者または第三者が被った損害について、いかなる場合でも一切の責任を負いま

せん。 



（３）FAISは、利用者により投稿された記事内容について一切の責任を負いません。 

（４）FAISは、利用者間もしくは利用者と第三者間のトラブルにより、利用者または

第三者に生じたいかなる損害についても、一切の責任を負いません。 

（５）FAISは、上記（１）から（４）の他、当ページに関連する事項に起因または関

連して生じたいかなる損害について、一切の責任を負いません。 

（６）FAISは、当ページの内容を、予告なく変更、見直しを行い、または運用の中止

を行う場合があります。 

 

11 お問い合わせ 

  当ページに関するお問い合わせ 

  FAIS中小企業支援センター 電話：093-873-1430 FAX：093-873-1450  

 

12 施行日 

平成２９年７月３日より施行 

 


